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○南九州市企業立地促進補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は，市内での工場等の立地を促進し，地域経済の発展及び雇用

機会の増大を図るため，市内において新たに工場などを新設し，増設し，又は

既設の工場等を移転しようとする企業に対し，市が予算の範囲内において企業

立地補助金の交付を行うことについて，必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において，次の各号における用語の意義は，当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 製造業 日本標準産業分類（平成21年総務省告示第175号。以下「産業分類」

という。）に掲げる製造業をいう。 

⑵ 貨物運送業 産業分類に掲げる道路貨物運送業をいう。 

⑶ 倉庫業 産業分類に掲げる倉庫業をいう。 

⑷ こん包業 産業分類に掲げるこん包業をいう。 

⑸ 卸売業 産業分類に掲げる各種商品卸売業，繊維・衣服等卸売業，飲食料

品卸売業，建築材料・鉱物・金属材料等卸売業，機械器具卸売業及びその他

の卸売業をいう。 

⑹ 情報通信業 産業分類に掲げるソフトウェア業及び情報処理・提供サービ

ス業をいう。 

⑺ 鉱物採掘業 産業分類に掲げる金属鉱業をいう。 

⑻ 陸上養殖業 魚類，貝類，藻類，甲殻類及びその他の水産動物類を陸上に

おいて生産する事業をいう。 

⑼ 研究開発施設 新たな製品の製造，新たな技術の開発又は現に企業化され

ている技術の著しい改善を目的とした試験研究の用に供する施設をいう。 

⑽ 観光・リゾート産業施設 本市の観光資源の利用増大に直接結びつくホテ

ル，旅館等宿泊施設及び観光物産等販売施設並びに飲食に要する施設をいう。 

⑾ 工場等 製造業，貨物運送業，倉庫業，こん包業，卸売業，情報通信業，

鉱物採掘業，陸上養殖業，研究開発施設及び観光・リゾート産業施設の用に

供する施設をいう。 

⑿ 新設 市内に工場等を有しない者が新たに工場等を取得し，その事業の用

に供する償却資産を取得すること又は市内に工場等を有する者が当該事業と

異なる業種の工場等を新たに設置し，その事業の用に供する償却資産を取得

することをいう。 

⒀ 増設 市内に工場等を有する者が事業規模を拡大する目的で，市内に当該

工場等と同一の工場等を設置し，その事業の用に供する償却資産を取得する
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こと又は既設工場等内において異なる業種の異なる業種の用に供する償却資

産を新たに取得することをいう。 

⒁ 移転 市内に工場等を有する者が既設の工場等を閉鎖し，又は解体し，事

業規模を拡大する目的で，市内の他の敷地に当該工場等と同一の工場等を設

置し，その事業の用に供する償却資産を取得することをいう。 

⒂ 投下固定資産総額 新設，増設又は移転に要する費用のうち地方税法（昭

和25年法律第226号）第341条に規定する固定資産に該当するものの取得に要

する費用（ただし，用地取得に要する費用を除く。）の合計額。 

⒃ 新規地元雇用者 設置された工場等の操業開始の日から３年以内に雇用を

開始され，この補助金の交付申請時に４箇月以上継続して雇用されている者

のうち，南九州市内に住所を有する常用の雇用者（期限付臨時雇用者，季節

従業員及び１日，１週間又は１箇月の労働時間が当該工場等の一般雇用者の

所定労働時間より短い契約内容をもって雇用されるものを除く。）をいう。 

（補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は，工場等を設置した者で，次に

掲げる要件をすべて満たすものとする。 

⑴ 工場等の設置について，市と立地協定を締結し，かつ，用地又は工場等を

取得したもので，当該協定書及び土地売買契約書に定める義務等を履行して

いる企業であること。 

⑵ 工場等の設置に当たり，操業開始の日から３年以内に新規地元雇用者が５

人以上増加し，かつ，補助金の交付後３年以上当該新規地元雇用者を雇用す

ること。 

⑶ 投下固定資産総額が2,000万円以上であること。 

（雇用者数等の要件） 

第４条 前条第２号の工場等の設置に当たり新たに雇用することとなった新規地

元雇用者は，補助金の交付を受けた日から36箇月を経過するまで雇用しなけれ

ばならない。 

２ 前項の期間において当該新規地元雇用者が離職（企業の都合による解雇は除

く。）により雇用者数の要件を欠いた場合，新規地元雇用者の補充に要する期

間として雇用者の要件を欠いた日から４箇月を経過する日まで猶予することが

できる。 

（補助金の種類及び額等） 

第５条 補助金の種類及び額は，次に掲げる区分に応じ当該各号に定める額の合

計額とする。ただし，１万円未満の額が生じた場合にはこれを切り捨てた額と

する。 

⑴ 用地取得補助金 工場等を新設，増設又は移転するために新たに取得した
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土地のうち，市長が工場等の用に供したと認める土地の取得（ただし，用地

取得の日から３年以内に工場等の操業を開始した場合に限る。）に要した経

費（当該工場等用地に係る解体撤去及び造成費用を含む。）の100分の20に相

当する額で，5,000万円を限度とする。 

⑵ 設備投資補助金 工場等の新設，増設又は移転に係る操業開始の日から１

年を経過する日までに要した投下固定資産総額（土地取得経費を除く。次号

について同じ。）のうち市長が工場等の用に供したと認める投下固定資産総

額に，100分の10（増設をする場合においては100分の５）を乗じて得た額で，

2,000万円（増設をする場合においては1,000万円）を限度とする。ただし，

製造業のうち食料品及び飲料を製造する工場等においては100分の15（増設を

する場合においては100分の7.5）を乗じて得たで，2,000万円（増設をする場

合においては1,000万円）を限度とする。 

⑶ 雇用創出補助金 設置した工場等で新たに雇用された新規地元雇用者の数

に50万円を乗じて得た額で，1,000万円を限度とする。 

２ 補助金の交付は，工場等の設置に当たり交付の条件を満たした場合において

前項各号において算出された額を合算して交付するものとする。 

（工場等の指定） 

第６条 前条に定める補助金の交付を受けようとする者は，あらかじめ補助を受

けようとする工場等（以下「補助金交付対象工場」という。）の建設に着手後

30日以内に企業立地促進補助金交付対象工場等指定申請書（第１号様式）によ

り市長に申請しなければならない。 

２ 市長は，前項の申請があったときは当該申請の内容を審査し，指定が適当で

あると認めるときは，補助金交付対象工場として指定を行うとともに，企業立

地促進補助金交付対象工場等指定通知書（第２号様式）により申請者に通知す

るものとする。 

（操業開始届） 

第７条 前条第２項の指定を受けた者は，補助金交付対象工場の操業開始の日か

ら20日以内に工場等操業開始届（第３号様式）を市長に提出しなければならな

い。 

（補助金の交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者は，企業立地促進補助金交付申請書（第

４号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

⑴ 補助金申請額計算書（第５号様式） 

⑵ 事業概要説明書（第６号様式） 

⑶ 企業の現況調書（第７号様式） 

⑷ 新規雇用者増員内訳書（第８号様式） 
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⑸ 新規地元雇用者名簿（第９号様式） 

⑹ 法人登記事項証明書又は法人登記簿謄本 

⑺ その他市長が必要と認める書類 

２ 補助金の交付申請は，当該補助金交付対象工場の操業開始の日以降，交付の

要件を具備した日から１年６箇月を経過するまでとし，第６条第１項の指定を

受けた工場等ごとに１回限りとする。 

（補助金の交付決定及び確定の通知） 

第９条 市長は，企業立地促進補助金交付申請書を受理したときは，当該申請に

係る審査を行い，申請が適正であると認めたときは，企業立地促進補助金交付

決定及び交付確定通知書（第10号様式）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は，前項の場合において助成措置の目的を達成するため，必要があると

きは，補助金の決定に条件を付することができる。 

（補助金の請求） 

第10条 補助金の請求をしようとするときは，企業立地促進補助金請求書（第11

号様式）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第11条 市長は，前条の規定による補助金の請求が正当であると認めたときは，

補助金を交付する。 

（報告等） 

第12条 補助金の交付を受けた事業者は，補助金の交付を受けた日から36箇月を

経過するまで，市長に対し，雇用者名簿報告書（第12号様式）により毎月の雇

用状況を翌月15日までに報告し，かつ，事業年度終了日から３箇月以内に決算

書を提出しなければならない。 

（指定工場等の承継） 

第13条 第６条第２項の規定により指定された工場等については，合併その他特

別な理由がある場合に承継することができる。 

２ 前項の規定による承継をしようとする者は，あらかじめ企業立地促進補助金

交付対象工場等承継承認申請書（第13号様式）を市長に提出し，その承認を受

けなければならない。 

３ 市長は，前項の申請があったときは当該申請の内容を審査し，承継承認が適

当と認められるときはその承認を行い，企業立地促進補助金交付対象工場等承

継承認書（第14号様式）により申請者に通知するものとする。 

（交付決定の取消し又は補助金の返還） 

第14条 市長は，補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は，補助金の

交付の決定を取り消し，又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を

命ずることができる。 
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⑴ 申請書，その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。 

⑵ 第３条に規定する要件を具備しなくなったとき。 

⑶ 補助金の交付を受けた日から３年以内に事業の廃止又は休止があったとき。 

⑷ その他この告示の規定に違反したとき。 

（その他） 

第15条 この告示に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は，平成23年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示は，この告示の施行の日以降に立地協定を締結した者に係る補助金

について適用し，同日前に立地協定を締結した者に係る補助金については，な

お，従前の例による。 

附 則（平成24年２月１日告示第８号） 

この告示は，告示の日から施行する。 

附 則（平成26年３月26日告示第38号） 

この告示は，平成26年４月１日から施行する。 

 



6/24 

 



7/24 

 



8/24 

 



9/24 

 



10/24 

 



11/24 

 



12/24 

 



13/24 

 



14/24 

 



15/24 

 



16/24 

 



17/24 

 



18/24 

 



19/24 

 



20/24 

 



21/24 

 



22/24 

 



23/24 

 



24/24 

第１号様式（第６条関係） 

第２号様式（第６条関係） 

第３号様式（第７条関係） 

第４号様式（第８条関係） 

第５号様式（第８条関係） 

第６号様式（第８条関係） 

第７号様式（第８条関係） 

第８号様式（第８条関係） 

第９号様式（第８条関係） 

第10号様式（第９条関係） 

第11号様式（第10条関係） 

第12号様式（第12条関係） 

第13号様式（第13条関係） 

第14号様式（第13条関係） 

 


